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東彼杵町規則第２８号 

  

東彼杵町役場の開庁時間に関する規則をここに公布する。 

  

令和７年１２月２３日 

  

東彼杵町長 岡田 伊一郎 
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東彼杵町役場の開庁時間に関する規則 

東彼杵町役場（支所、その他の施設を含む。）の開庁時間は、別に定めがあるもののほか、

東彼杵町の休日を定める条例（平成２年条例第９号）第１条第１項に規定する町の休日を除

き、午前９時から午後４時３０分までとする。ただし、事務の特殊性その他の事由により、

当該開庁時間により難い場合は、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（東彼杵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 東彼杵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則（平成１７年規則第１０

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３号中「午前８時３０分から午後５時まで」を「午前９時から午後４時３０分ま

で」に改める。 

（東彼杵町長の資産等の公開に関する規則の一部改正） 

３ 東彼杵町長の資産等の公開に関する規則（平成７年規則第１３号）の一部を次のとおり

改正する。 

第１０条第３項中「執務時間中」を「休日を除く日の午前９時から午後４時３０分までの

間」に改める。 

（東彼杵町保健センター管理運営規則の一部改正） 

４ 東彼杵町保健センター管理運営規則（平成１４年規則第７号）の一部を次のように改正

する。 

第４条第１項中「午前８時３０分より午後５時まで」を「午前９時から午後４時３０分ま

で」に改める。 

 


